
令和４年６月６日 

指定避難所等の指定状況等の調査結果 

 

１．調査の概要 

（１）調査対象 

   全市町村（1,741団体） 

（２）調査基準日 

   令和３年１２月１日 

（３）調査内容 

令和３年５月の災害対策基本法施行規則改正を踏まえた自治体の指定避

難所等の指定状況等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

災害対策基本法施行規則の改正により、指定一般避難所および指定福祉避

難所が位置づけられるとともに、指定福祉避難所において受入対象者を特

定・公示する制度が創設され、令和３年５月に施行されました。 

この度、内閣府では消防庁と連名で地方公共団体における指定避難所等の

指定状況等について調査（令和３年１２月１日時点）を実施し、結果を取り

まとめましたので公表いたします。 

また、内閣府では消防庁と連名で地方公共団体に対して、別添の通り通知

を発出いたしましたので併せて公表いたします。 

（参考）令和３年５月の災害対策基本法施行規則改正の概要 

 従前の「指定避難所」は、いわゆる一般避難所と、主として高齢者や障害

者、乳幼児等の受入れが想定されるいわゆる福祉避難所について名称が定義

されておらず、また、福祉避難所が指定避難所として公表されると、受入れ

を想定していない被災者の避難により、福祉避難所としての対応に支障が生

ずることが懸念された。 

そのため、災害対策基本法施行規則を改正し、指定避難所の種別として

「指定一般避難所」と「指定福祉避難所」を位置づけるとともに、指定福祉

避難所ごとに、受入対象者（高齢者、障害者、乳幼児等）を特定・公示でき

る制度を創設した。（災害対策基本法施行規則第一条の七の二） 



２. 調査結果概要 

（１）指定避難所 

   指定避難所は、災害対策基本法施行規則上、指定一般避難所と指定福祉避

難所で構成される。 

 

①指定避難所：81,978箇所（R2.10.1時点：79,281箇所（+2,697箇所）） 

うち、指定一般避難所：74,189箇所（90.5%） 

指定福祉避難所： 7,789箇所 ( 9.5%)［図１］ 

 

②指定福祉避難所（7,789箇所）のうち、 

受入対象者を特定している指定福祉避難所：6,736箇所（86.5%）［図２］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福祉避難所 

   福祉避難所は、災害対策基本法施行規則の規定に基づき市町村が指定し

た指定福祉避難所と、協定等により確保している福祉避難所（※）で構成さ

れている。 

 

①福祉避難所：24,935箇所（R2.10.1時点：24,750箇所（+185箇所）） 

うち、指定福祉避難所：7,789箇所（再掲）（31.2％） 

協定等により確保している福祉避難所：17,146 箇所（68.8％）  

［図３］ 
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図２ 受入対象者を特定して
いる指定福祉避難所数 

図１ 指定避難所の内訳 
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※ 災害対策基本法施行規則に基づき指定・公示された指定福祉避難所ではなく、

市町村が協定等により確保している福祉避難所をさす。 

本調査においては、令和３年５月 20 日以前に指定避難所として指定されて

いた福祉避難所のうち、調査時点（令和３年 12 月１日）において指定福祉避

難所としての指定・公示がなされていない福祉避難所（1,957 箇所）も含めて

いる。 

これは指定福祉避難所となるためには、災害対策基本法施行規則の施行後に

改めて、指定福祉避難所として指定し、名称、所在地等を公示することとして

いるため、指定・公示の手続きがされていない避難所は指定福祉避難所となら

ないことによる。 

なお、これらの福祉避難所が当該施行規則に定める指定福祉避難所として指

定・公示された場合は、指定福祉避難所となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３. 内閣府の対応  

本日、地方公共団体に対して、以下の対応を依頼する通知を発出。 

 

〇 新型コロナウイルス感染症の対策等として、避難所における十分な避難

スペースの確保等が求められているので、想定される避難者数を勘案した

上で、必要な場合には指定避難所の一層の指定に取り組まれたい。 

〇 受入対象者の特定がなされていない指定福祉避難所について、特定を積

極的に検討されたい。また、受入対象者を特定できる制度を活用して指定

福祉避難所の指定を一層進められたい。 

図３ 福祉避難所の内訳 
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〇 協定等により確保している福祉避難所のうち、指定福祉避難所の基準に

適合するものについては、指定避難所として指定及び公示を検討されたい。 

特に、改正災害対策基本法施行規則が施行された令和３年５月 20 日以

前に指定されていた福祉避難所のうち、指定福祉避難所としての指定・公

示がなされていない福祉避難所については、速やかに指定福祉避難所とし

て指定及び公示を検討されたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜連絡先＞ 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付 

伊藤、内田 

TEL: 03-3501-5191（直通） 
 

消防庁国民保護・防災部防災課 

鈴木、青木、木本 

TEL: 03-5253-7525（直通） 



　　都道府県別の指定避難所数等（令和３年12月１日現在） (別紙)

受入対象者を
特定している

指定福祉避難所数
（c)

（※1）

受入対象者を
特定している

指定福祉避難所割合
(c/b)

指定・公示が
完了していない
福祉避難所数

(e)
(※3)

1 北海道 5,856 5,351 505 271 53.7% 1,240 505 735 79

2 青森県 2,152 1,708 444 443 99.8% 747 444 303 68

3 岩手県 1,918 1,686 232 212 91.4% 378 232 146 0

4 宮城県 1,563 1,538 25 25 100.0% 652 25 627 0

5 秋田県 1,287 1,174 113 104 92.0% 347 113 234 0

6 山形県 1,136 1,048 88 88 100.0% 287 88 199 88

7 福島県 2,455 2,058 397 395 99.5% 472 397 75 66

8 茨城県 1,619 1,548 71 68 95.8% 480 71 409 119

9 栃木県 1,301 1,021 280 280 100.0% 619 280 339 23

10 群馬県 1,577 1,245 332 328 98.8% 418 332 86 71

11 埼玉県 2,302 2,113 189 187 98.9% 839 189 650 145

12 千葉県 2,228 2,010 218 218 100.0% 1,049 218 831 1

13 東京都 3,111 2,669 442 372 84.2% 1,654 442 1,212 221

14 神奈川県 1,453 1,350 103 103 100.0% 1,287 103 1,184 32

15 新潟県 1,921 1,824 97 97 100.0% 573 97 476 100

16 富山県 1,070 1,032 38 38 100.0% 179 38 141 0

17 石川県 893 867 26 26 100.0% 356 26 330 31

18 福井県 829 632 197 197 100.0% 228 197 31 0

19 山梨県 857 791 66 66 100.0% 372 66 306 0

20 長野県 2,934 2,847 87 87 100.0% 627 87 540 193

21 岐阜県 2,085 1,912 173 78 45.1% 527 173 354 139

22 静岡県 1,696 1,456 240 98 40.8% 764 240 524 0

23 愛知県 3,052 2,875 177 177 100.0% 1,001 177 824 194

24 三重県 1,613 1,368 245 245 100.0% 437 245 192 0

25 滋賀県 897 849 48 48 100.0% 445 48 397 38

26 京都府 1,182 1,112 70 69 98.6% 551 70 481 31

27 大阪府 2,894 2,258 636 636 100.0% 977 636 341 22

28 兵庫県 2,991 2,377 614 253 41.2% 1,104 614 490 14

29 奈良県 1,128 1,085 43 43 100.0% 240 43 197 12

30 和歌山県 1,612 1,450 162 162 100.0% 276 162 114 0

31 鳥取県 569 555 14 14 100.0% 189 14 175 0

32 島根県 1,251 1,147 104 104 100.0% 302 104 198 46

33 岡山県 1,814 1,806 8 8 100.0% 331 8 323 6

34 広島県 2,138 2,069 69 61 88.4% 440 69 371 5

35 山口県 1,222 1,204 18 17 94.4% 219 18 201 5

36 徳島県 1,108 1,042 66 66 100.0% 231 66 165 19

37 香川県 688 664 24 4 16.7% 204 24 180 1

38 愛媛県 2,157 1,755 402 402 100.0% 454 402 52 41

39 高知県 1,791 1,695 96 31 32.3% 228 96 132 5

40 福岡県 2,836 2,725 111 111 100.0% 700 111 589 82

41 佐賀県 629 590 39 24 61.5% 159 39 120 47

42 長崎県 1,533 1,416 117 117 100.0% 407 117 290 10

43 熊本県 1,288 1,139 149 149 100.0% 561 149 412 0

44 大分県 1,294 1,272 22 22 100.0% 378 22 356 3

45 宮崎県 1,300 1,232 68 68 100.0% 255 68 187 0

46 鹿児島県 2,040 1,979 61 61 100.0% 562 61 501 0

47 沖縄県 708 645 63 63 100.0% 189 63 126 0

81,978 74,189 7,789 6,736 86.5% 24,935 7,789 17,146 1,957

（※１）指定福祉避難所として指定する際になんらかの形で受入対象者を特定している避難所数
（※２）協定を締結するなどして発災時に開設可能な福祉避難所数

（※３）令和３年５月20日以前に指定避難所として指定していた福祉避難所のうち、令和３年12月１日時点において指定福祉避難所としての指定・公示が完了していない避難所数

協定等により
確保している
福祉避難所数

（d）
(※2)

全国合計

(再掲)
指定福祉避難所数

(b)

No 都道府県名
指定避難所数

（合計）
(a+b)

指定一般避難所数
(a)

指定福祉避難所数
(b)

福祉避難所数
(b+d)
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